
（ ）

287

4

35

543

374,880

307,000 308,000 308,000 375,000

　 0184

年度

5

旅費

修繕費 4

129

7

6

単位当たり
コスト

算出根拠 単位 24年度 25年度 26年度 27年度見込

　　　　　　　　　　　　単位当たりコスト ＝ X ／Y
　　　　　　　　　　　　　　X：「執行額(百万円)」
　　　　　　　　　　　　　　Y：「年間入場者数（人）」

単位当たり
コスト 円 1,812 1,368 1,240 1,269

計算式 X / Y 543/299,648 452/330,357 465/374,880 476/375,000

27年度活動見込

平成２７年度行政事業レビューシート 厚生労働省

執行額

543 452 465 476 468

452 465

執行率（％） 100% 100% 100%

平成１４年度
事業終了

（予定）年度
終了予定なし

7

謝金等

活動実績

活動指標

人

翌年度へ繰越し -

計

費　目

465

主要政策・施策

308,000 375,000

295

計 476 468

庁費等

平
成
2
7
・
2
8
年
度
予
算
内
訳

（
単
位
：
百
万
円

）
消費税

社会保障

27年度当初予算 28年度要求 主な増減理由

広島・長崎両祈念館の年間入場者数

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

人件費 129

299,648 330,357 374,880

- - - -

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第４１条

関係する計画、
通知等

・「国立広島原爆死没者追悼平和祈念館運営委託事業実施要領」
・「国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館運営委託事業実施要領」

実施方法

-

予算額・
執行額

（単位:百万円）

24年度 25年度 26年度

-

-

543

予備費等

28年度要求

予算
の状
況

当初予算 452

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

当委託費は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第４１条の規定に基づき、国が設置した国立広島原爆死没者追悼平和祈念館及び国立長崎原
爆死没者追悼平和祈念館の管理運営に資することを目的とする。

前年度から繰越し - -

事業番号

原爆死没者追悼平和祈念館運営委託費 担当部局庁 健康局 作成責任者

事業開始年度

委託・請負

担当課室 総務課指導調査室
総務課指導調査室
小野　清喜

事業名

会計区分 一般会計 政策・施策名 Ⅰ－５－４　原子爆弾被爆者等を援護すること

主要経費

27年度

-

-

広島・長崎両祈念館の年間
入場者数

36

307,000

122％98％

299,648

人

成果実績

目標値

308,000

単位

107％

24年度 25年度 26年度

26年度定量的な成果目標 成果指標 単位

人

-

補正予算

事業概要
（5行程度以内。
別添可）

委託先は、被爆地である広島、長崎に設置した国立原爆死没者追悼平和祈念館の管理運営を行うとともに、被爆者が記した手記や体験記、その他の被
曝関連資料や被曝医療及び平和に関する情報等の存在を調査・収集・整理し、祈念館において、これらを入館者等へ広く情報発信する事業等を行う。

目標最終年度

- -

476 468

-

24年度 25年度

330,357
被爆者が記した手記や体
験記、その他の被曝関連資
料や被曝医療及び平和に
関する情報等の存在を調
査・収集・整理し、広く情報
発信する事業等を行うこと
を目標とする。

達成度 ％

当初見込み

人

成果目標及び成
果実績

（アウトカム）

毎



事業所管部局による点検・改善

原爆死没者追悼平和祈念館の設置目的及び事業内容か
ら、本事業を実施する者は、事業の実施にあたって、被爆
者や原爆死没者の遺族の協力を得ることができることや、
関連施設との連携、調整を的確に行うことができることが
必要であるが、上記条件を満たす者が一者のみ若しくは複
数存在するかを確認するため、公募を行っている。

入場料等は徴収していないが、施設の性格に鑑み、妥当
と考える。

国
費
投
入
の
必
要
性

外部有識者の所見

改善の
方向性

平和を祈念し、原爆死没者の尊い犠牲を銘記し追悼の意を表すとともに、国内外の人々により広く利用されるよう、入館者数を増やす工夫を
し、今後とも適切な運営を図っていく。

‐

138平成22年度

平成25年度

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

166

163

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い
事業か。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

平成23年度

現
状
通
り

166

受益者との負担関係は妥当であるか。

関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役
割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

○

○資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

単位当たりコスト等の水準は妥当か。

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第４１条の規
定に基づき設置された施設の運営に係る経費であり、原爆
死没者の尊い犠牲を銘記し追悼の意を表すとともに、永遠
の平和を祈念するという政策目的達成に向けて、優先度
の高い事業である。

過去の実績等を踏まえ適正な予算額を見積もるとともに、
入場者数の増加を目指す。

施設を管理運営するため、各種業務を再委託しているもの
であり、合理的な支出である。

事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成26年度は、前年度より年間入場者数が増加し、１人あたりコストも改善したことから、効率的に予算を執行したと評価できる。

現
状
通

り

点
検
・
改
善
結
果

備考

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

行政事業レビュー推進チームの所見

点検結果も妥当であり、広島・長崎両祈念館の入場者数も増加傾向にあることから、引き続き、必要な予算額を確保するとともに、適正な執行を
行うこと。

-

平成26年度

点検対象外

点検結果

175

平成24年度

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的
あるいは低コストで実施できているか。

○

△

○

事
業
の
効
率
性

その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか ‐

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

評　価項　　目

概ね見込み通りに活動できている。

○

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第４１条（※）
の規定に基づき設置された施設の運営に係る経費であり、
広く国民のニーズがあり、国費を投入しなければ事業目的
が達成できない。
※第４１条「国は、広島市及び長崎市に投下された原子爆
弾による死没者の尊い犠牲を銘記し、かつ、恒久の平和を
祈念するため、原子爆弾の惨禍に関する国民の理解を深
め、その体験の後代の国民への継承を図り、及び原子爆
弾による死没者に対する追悼の意を表す事業を行う。」

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第４１条の規
定に基づき、国として平和を祈念する事業を実施するもの
であり、国が実施すべき事業である。

○

○

‐

○

関
連
事
業

評価に関する説明

‐

事
業
の
有
効
性

成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか ○
目標以上の入場者数を達成しており、適切に実施されてい
る。

経費の使途については、祈念館の管理運営の円滑な実施
に真に必要なものに限定している。

事業名所管府省・部局名 事業番号

‐



※平成26年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

厚生労働省

465百万円

委託先の決定。

契約書、実施要領の作成。

事業計画書等の審査、承認。

委託費の支払。

【公募・委託】

Ａ．（公財）広島平和文化センター

248百万円

【公募・委託】

Ｃ．（公財）長崎平和推進協会

217百万円

国立広島原爆死没者追悼平和祈念

館の管理運営等を担当。

契約書、実施要領、事業計画書等に

従い事業を実施。
事業完了後事業実績報告書を提出。

国立長崎原爆死没者追悼平和祈念

館の管理運営等を担当。
契約書、実施要領、事業計画書等に
従い事業を実施。

事業完了後事業実績報告書を提出。

【一般競争入札・随意契

Ｂ．専門業者等（58） 89百万円 Ｄ．専門業者等（52） 83百万円

警備、清掃等専門性のある業務を 警備、清掃等専門性のある業務を実

【一般競争入札・随意契約】



計 10 計 0

警備費 警備実施に必要な経費 10

5

D.（株）城保安警備 H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 217 計 0

その他 通信運搬費、翻訳料、保険料等 13

消耗品費 事務用品、各種印刷物等 5

諸謝金 講師、通訳等謝金 1

委託料
警備、清掃等専門性のある業務について専
門業者等に委託

85

賃借料 館内ＬＡＮ機器借上料、ＯＡ機器借上料等 25

光熱水費 電気料金、上下水道料金 16

旅費 国内旅費、国外旅費

C.（公財）長崎平和推進協会 G. 

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

人件費 職員給与等 67

計 18 計 0

委託費 警備に必要な経費 18

計 248 計 0

B.サンケイ㈱ F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

17

委託料
警備、清掃等専門性のある業務について専
門業者等に委託

80

通信回線使用料、電話通話料等 4

修繕料 施設、設備の修繕料 13

通信運搬費

消耗品費 事務用品、各種印刷物等 4

使用料
賃借料

館内ＬＡＮ機器借上料、ＯＡ機器借上料等 25

金　額
(百万円）

人件費 職員給与等

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

A.（公財）広島平和文化センター E.
金　額

(百万円）
費　目 使　途費　目 使　途

86

その他 賃金、報償費、旅費、保険料、公課費等 19

光熱水費 電気料金、上下水道料金



支出先上位１０者リスト
A.（公財）広島平和文化センター

B.専門業者等

C.（公財）長崎平和推進協会

D.専門業者等

10 株式会社長崎国際テレビ 被爆者証言映像（九州）制作 3 4 100％

8
（公財）長崎市シルバー人材セ
ンター

館外清掃、書物整理 4 随意契約 -

9 共楽園緑化建設（株） 植樹管理業務委託 4 随意契約 -

6
ｋazakgstan-Japan Centar for
Human Development

海外原爆展におけるコーディネート業務 4 随意契約 -

7 （株）タキオジャパン 「長崎国際平和映画フォーラム2014」プロデュース業務等 4 随意契約 -

4 日本空調サービス（株） 空調設備、保守点検、修繕 6 4 100％

5 （株）長崎環境美化 館内清掃 5 5 100％

2 （株）大和総業 機械設備運転管理 8 6 100％

3 日本電気（株）中国支社 情報システム運用保守 7 随意契約 -

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 （株）城保安警備 館内警備 10 5 100％

1 （公財）長崎平和推進協会 国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館の管理運営等 217 随意契約 -

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

8 100％

9 -

6 100％

7 -

10 -

3

周辺樹木等保守管理㈱ユニサス

随意契約

入札者数 落札率

1 警備 18 100％

4 -

5 -

3 -

7

52 100％

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

1 （公財）広島平和文化センター 国立広島原爆死没者追悼平和祈念館の管理運営等 248 随意契約 -

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

総合案内

3

㈱メイツ中国

3㈱広島朝日広告社 新聞紙面への広告掲載

清水建設㈱　広島支店 トップライト修繕

三菱電機ビルテクノサービス㈱中
国支社

昇降機設備保守点検 2 随意契約

2 随意契約㈱富士精工本社 原本保管庫及び防潮堤設備保守点検

10

日本電気㈱中国支社 情報システム運用保守

㈲クラモト 清掃

随意契約

オーク設備工業㈱広島営業所 随意契約

7

空気調和機設備等保守点検

国際警備保障㈱　広島支社

随意契約

8

4

4

6


